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会  議  録 

会 議 名 第８回小金井市市民協働のあり方等検討委員会 

事 務 局 市民部 コミュニティ文化課 

開 催 日 時 平成２３年７月２０日（水）午前１０時～午後０時１０分 

開 催 場 所 市民会館萌え木ホールＡ会議室 

出 席 委 員 

安藤雄太委員長 

川合彰副委員長 

白井亨委員 

吉田孝委員 

堀井廣子委員 

玉山京子委員 

今井啓一郎委員 

飯野恭子委員 

山路憲夫委員 

欠 席 委 員 千葉恵委員  

事 務 局 員 

１ 小金井市 

 市民部長 川合修 

 コミュニティ文化課長 鈴木茂哉  

コミュニティ文化課文化推進係主事 岩佐健一郎 

コミュニティ文化課文化推進係主事 高野修平 

２ 小金井市社会福祉協議会 

 （１）小金井市市民協働支援センター準備室 

   市民協働推進員 加藤進 

市民協働推進員 佐藤宮子 

 （２）小金井ボランティア・市民活動センター 

地域福祉係長 小早川良信 

傍 聴 の 可 否  可 

傍 聴 者 数 ０人 

会 議 次 第 

（１）協働事業における契約のあり方等検討小委員会委員の選出 

（２）（仮称）小金井市市民協働支援センターのあり方等について 

（４）その他 

会 議 結 果 別紙のとおり 

発 言 内 容 別紙のとおり 
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提 出 書 類 

（１）小金井市市民協働のあり方等検討委員会設置要綱（８の１） 

（２）第８回検討委員会検討資料（８の２） 

（３）小金井市市民参加条例（抜粋）（８の３） 

（４）小金井しあわせプラン（第４次小金井市基本構想・前期基本 

計画 平成２３年度～平成２７年度）（抜粋）（８の４） 

（５）（仮称）小金井市市民協働支援センターの機能等について（８ 

の５） 

（６）近隣７市等における市民活動・協働センター等の設置状況（８ 

の６） 

（７）各市の市民活動・協働センター等の状況（８の７） 

  ア 市民活動センターたちかわ 

  イ 八王子市市民活動支援センター 

  ウ 三鷹市市民協働センター 

  エ こくぶんじ市民活動センター 

  オ 調布市市民プラザあくろす 市民活動支援センター 

（８）小金井市新庁舎建設基本計画市民検討委員会関連資料（８の 

８） 

（９）八王子市市民活動支援センター関連資料（８の９） 
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第８回検討委員会会議結果 

 

１ 協働事業における契約のあり方等検討小委員会委員の選出 

  小委員会委員に、次の５人を選出した。 

  安藤委員長、川合副委員長、吉田委員、堀井委員、山路委員 

  なお、検討委員会を休憩して第１回小委員会が開催され、小委員長に安藤委員長

が選任されたとの報告がなされた。 

 

２ （仮称）小金井市市民協働支援センターのあり方等について 

 （１）委託先、運営委員会、職員体制、予算、ボランティアセンターとの関 

係、利用対象者、新庁舎との関係などについて議論した。 

 （２）機能について議論した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4  

 

【安藤委員長】  おはようございます。８回目のあり方検討委員会ということで、今

日は台風が近づいているということで、大変足元が危ないような状況にこれからますま

すなるのではないかと思いますが、早目に終われるといいかななんていうのも思ってい

ますが。議題が議題ですので、めいっぱい使うかもしれませんが、その点はご容赦いた

だきたいと思います。それでは早速中身に入っていきたいと思います。事務局の方、大

変申しわけございませんが、今日の大変膨大な資料がありますので、資料の確認をして

いただければと思います。 

【鈴木課長】  お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。それで

は、本日の提出資料についてご確認させていただきます。次第４に提出資料の項目がご

ざいますので、順番に確認させていただければと思います。 

まず、この次第と（３）から（７）までの資料につきましては、事前に委員の皆様へ

郵送でお送りをさせていただいているものでございます。（３）小金井市市民参加条例（抜

粋）（８の３）、（４）小金井しあわせプラン（第４次小金井市基本構想・前期基本計画 

平成２３年度～平成２７年度（抜粋）（８の４）、（５）（仮称）小金井市市民協働支援セ

ンターの機能等について（８の５）、（６）近隣７市等における市民活動・協働センター

等の設置状況（８の６）、（７）各市の市民活動・協働センター等の状況（８の７）、アと

して市民活動センターたちかわ、イとして八王子市市民活動支援センター、ウとして三

鷹市市民協働センター、エとしてこくぶんじ市民活動センター、オとして調布市市民プ

ラザあくろす市民活動支援センター。こちらについてが事前にお送りさせていただいた

資料でございます。 

 そして本日配付をさせていただきました資料が（１）小金井市市民協働のあり方等検

討委員会設置要綱（８の１）、（２）第８回検討委員会検討資料（８の２）、（８）小金井

市新庁舎建設基本計画市民検討委員会関連資料（８の８）、（９）八王子市市民活動支援

センター関連資料（８の９）でございます。以上のほかに、第６回の検討委員会、５月

２５日開催分の会議録の確定版をお配りさせていただいておりますので、よろしくお願

いいたします。また、次第についてでございますが、お送りした次第では、議題の（１）

として協働事業における契約のあり方についてとなってございましたが、これにつきま

しては次回小委員会のほうで議題とさせていただきたく、本日差し替えてございますの

で、よろしくお願いいたします。それと、本日お配りさせていただいた資料といたしま

して、第１回協働事業における契約のあり方等検討小委員会次第、また小委員会の日程

及び審議内容ということでお配りをさせていただいております。「協働と契約」という明

治大学の碓井先生の関連の資料は、また後ほどお配りします。以上が本日の資料の確認

になります。よろしくお願いいたします。 

【安藤委員長】  ありがとうございました。結構あちこちの市町村のデータが色々と

入っていますが、大丈夫でしょうか。 

【玉山委員】  すみません、ちょっと要綱について確認したいんですけれども、これ

はすごく初期のころに配られたのにつけ加わって差しかえということですよね。７条の

３だけが違うと思えばいいんですね。 

【事務局】  はい、そうです。 

【玉山委員】  はい、わかりました。 

【安藤委員長】  それでは、最初の議題の契約のあり方小委員会の方に入りますので、

８の１の資料をご覧いただければと思います。 
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【鈴木課長】  資料８の１の、要綱の第７条をご覧いただきたいと思います。小委員

会という項目がございまして、委員会に、市民協働に関する小金井市関係課実態調査小

委員会及び協働事業における契約のあり方等検討小委員会を置くということで、これま

では小金井市関係課実態調査小委員会の文言までしかございませんでしたが、このたび

要綱改正を実施いたしまして、協働事業における契約のあり方等検討小委員会という部

分が新たに追加されたという改正になっております。第３項で、契約のあり方等小委員

会は、委員５人以内で組織し、協働事業における契約のあり方等を検討し、その結果を

委員会に報告するものとする。この部分が新たに追加された部分でございます。改正部

分についてはこの部分のみということになりますので、よろしくお願いいたします。 

【安藤委員長】  よろしいでしょうか。それでは、このあり方検討委員会の全体の日

程の中で、契約の問題というのが、協働事業をやっていくときの行政と団体との契約と

いうのがかなりいろいろな課題があり、契約そのものが従来のすべてに当てはまる行政

の契約様式を使っているということで、本当にパートナーシップでやるときの契約とは

どうも違うということが従来から言われてきているわけですので、今回の協働推進をし

ていこうという、この協働のあり方を検討してくる中でも、この契約の問題について多

尐見直していかなければいけないし、新しいものを考えていかなければいけないだろう、

そういう議論をさせていただいてきたわけですが、具体的にどういう問題があるのか、

どんなふうにするのかということになりますと、かなり専門的な部分も入ってくるので、

そんなことで小委員会を設置してその中での議論を整理していただこうということでも

ってこの契約に関する小委員会ということで、この設置要綱そのものを一部加えさせて

いただくということでもって、今ご説明いただきました第７条のところの、及び協働事

業における契約のあり方等検討小委員会を置くというこの項目と、それから第３項の契

約のあり方等小委員会は、委員５人以内で組織しということでの、この条項を加えさせ

ていただくということで、これから皆さんとこの小委員会のメンバーについて選出をし

ていただくという段取りになるかと思いますが、まず、設置要綱がそういう位置づけで

これからの小委員会、契約に関する小委員会を設置するということでございますので、

これについてご質問等々があればと思いますが、いかがでしょうか。 

 よろしいですか。まず、小委員会を置くということが大きな目的でして、ここにあり

ますように５人以内でというふうにしてございますので、その５人のメンバーを選出す

るという段取りになっていくかと思いますが、よろしいですかね。 

（「はい」の声あり） 

【安藤委員長】  それでは、５人のメンバーをということになりますが、いかがでし

ょうか。皆さんの方でこの部分はぜひ私も加わってみたいと。 

【白井委員】  この小委員会の後に、また起草委員会とかも次いで設けますよね。な

ので、考え方としては、このメンバーの中で、契約のほうの小委員会と起草委員会に分

かれるみたいに。 

【安藤委員長】  そういうことになりますね。 

【白井委員】  どっちかをやらないといけないということですね。 

【安藤委員長】  どっちかをやらないといけない。でも、もう既に調査の方もやって

きていますから、調査のことも含めると、大体１人２つぐらいの小委員会をやるという、

そのくらいの分担かなという感じもしますが。 

【堀井委員】  そういう分担だとしたら、行政からの委託事業をいただいたりしてい
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ますので、尐し考えてみたいと思いますので、契約の小委員会に入らせていただきます。 

【安藤委員長】  そうですね。 

【吉田委員】  じゃあ、私も以下同文で。ほかの小委員会に入っていませんので、や

らせていただきます。 

【安藤委員長】  他にいかがでしょうか。 

【川合副委員長】  じゃあ、私も多分具体的な当事者の一人だと思いますので。 

【安藤委員長】  はい。他にはいかがですか。 

【堀井委員】  委員長にぜひご指導いただかないとわからないこともあると思います

ので、お願いできますでしょうか。 

【安藤委員長】  いえいえ。そうしたらば、堀井さん、吉田さん、川合さん、それか

ら私、あともう１人ですが。ちょっと山路先生、加わっていただけますか。 

【山路委員】  はい、分かりました。 

【安藤委員長】  ちょっといろんなことを調べていただかないといけないので、すみ

ません。 

【山路委員】  わかりました。 

【安藤委員長】  じゃあ、すみませんが、私、山路委員、堀井委員、吉田委員、川合

委員という形でもって５人で構成をしてみたいというふうに思います。多分、短期間の

中でやらなければいけませんので、それをやりながらまた皆さんの方に返しながらとい

う、この部分を進めていき、それをもとにしてさっき白井委員が言っていただいたよう

に、全体の起草委員会の中でもってこれをまた持ち込まなければいけないというふうに

なりますので、よろしくお願いします。どうしますか、委員会は。 

【事務局】  ここで一旦休憩して、小委員会を開いていただきます。 

【安藤委員長】  そうですか。じゃあ、ちょっと休憩ということで、小委員会の体制

を整えたいと思います。 

【事務局】  すみませんが、ただいま小委員会になられた委員の皆様には、あちらの

テーブルが用意してございますので、ちょっと移っていただいて、小委員会を開催させ

ていただきたいと思います。その他の委員の皆様はちょっとご休憩ということでよろし

くお願いします。 

（ 休憩 ） 

【安藤委員長】  それでは、本委員会のほうを再開させていただきたいと思います。

小委員会の皆さん方は休憩なしでそのままやることになりますが、申しわけございませ

ん。 

【鈴木課長】  お時間いただきましてありがとうございました。第１回の小委員会の

結果についてご報告させていただきます。まず、小委員会の委員長といたしまして、安

藤委員長に小委員会の委員長も兼任ということでお願いすることになりました。 

 また、日程につきましては、第２回を７月２８日木曜日午後６時半から、第３回を８

月８日月曜日午後２時から、第４回を９月２日金曜日午後５時から、第５回を９月２２

日木曜日午後６時半ということで設定をさせていただいております。以上、ご報告させ

ていただきます。 

【安藤委員長】  ありがとうございました。既に、そこでやっていましたのでお聞き

になっておわかりのように、日程を固めさせていただきましたので、もし皆様方で小委

員会にお加わりいただいていない方もオブザーバーということで参加することは十分可
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能ですので、日程がご都合つきましたら、どうぞご出席いただけると大変ありがたいな

というふうに思っております。よろしくお願いします。 

【鈴木課長】  ここで小委員長の安藤委員長のほうからごあいさつをいただきたいと

思います。ひとつよろしくお願いいたします。 

【安藤委員長】  改めて、小委員長ということで進めさせていただきたいと思います。

お聞きになって、おわかりのように、大変、行政の契約というのはいろいろな規定が実

はあって、私もよくわからないのがいっぱい存在しておりまして、慣例なのか規則なの

か何だかわからないというのがいっぱいありまして、そういうことも含めまして、この

活動団体が契約していくときにいかに動きやすいかというものにどうしていけるのかと

いう、そういう意味では非常に最終的には条例というところにはなるんですけれども、

そこまで行けるかどうかというのはわかりませんけれども、尐なくとも条例に近いよう

なもので、この協働契約といったときにはそれが運用できるというものにしておかない

と、結果的にはやはり活動する団体が契約に縛られるのは当然なんですけれども、動き

にくい契約でもって疲弊してしまうというのが出てまいりますので、そんなことも含め

てこの小委員会の中で問題提起させていただきたいなと思っておりますので、また全体

の中でもご議論いただけると大変ありがたいなと思っております。よろしくお願いいた

します。 

 それでは、次の議題の方に入っていきたいと思います。第７回までは協働のあり方、

考え方ということも含めましてご議論をいただいてきたところでございます。そういう

流れの中で、やはり行政と活動団体、もしくは活動団体がどう活性化するかということ

が根っこにないと、実はいくら行政と協働ですといっても元気になりませんし、よりよ

い小金井のまちづくりにつながってきませんので、そうしますと、やはりそういう活動

している団体、もしくは活動しようかなと思っていらっしゃる方々を支援していくバッ

クボーンが何らかの形で必要だろうということで、実はその大きな意味合いを持ってい

るのがいわゆる中間支援組織と言われているものでございますので、このテーマになっ

ております小金井市の協働支援センターのあり方という部分をこれから詰めていきたい

なと思っている次第でございます。恐らくいろいろなところを見たり聞いたりされてい

る方も多いかと思いますが、今日はそういう各地区の資料も出ておりますので、そんな

ものを参考にしながら、小金井市にとって活動する団体、市民にとってよりよい味方に

なっていただけるような、何かそういったようなセンターができるといいかなと思って

おりますので、いろいろな意味での角度からのご議論をいただけると大変ありがたいな

と思っております。 

 事務局の方で送っていただいたものと今日お配りいただいた資料がございますので、

これをどういうものなのかをちょっとご説明いただけますか。 

【事務局】  お送りした資料について手短にご説明申し上げます。 

 市民参加条例でございます。これは再度提出した抜粋でございますが、第８章第２５

条をお読みください。市は、別に定めるところにより、日常的な協働のための拠点を設

置するよう努めなければならない。努力義務規定でございます。小金井しあわせプラン、

これはつい４月から実際に始動しております。小金井の最高の計画でございます。基本

構想・前期基本計画、一番上位の計画でございます。地方自治法に基づいてつくられた

基本構想でございます。この中の１８ページをお開きください。これは「ふれあいと活

力のあるまち」という中に「コミュニティネットワーク」というものとして、１行目に、
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市民活動団体などの市民活動の拠点として（仮称）市民協働支援センターなどを整備し、

市民の自主的な活動を支援するということとなっております。最高の中でこのようにな

っているわけであります。それから８０ページをご覧いただきたいと思います。「施策の

方向性」として、つまり下から６行目でございますが、市民活動団体などの市民活動の

拠点として（仮称）市民協働支援センターなどを整備しと、これも同じような文言がこ

こにうたわれて強調されております。それから８１ページをお開きいただきたいと思い

ます。ここに、今度はこれは基本計画ですけれども、主な事業といたしまして、（仮称）

市民協働支援センターの整備という部分、２３年度検討、２４年度推進、２７年度まで

に目途をつけるというような意味があろうかと思います。「主な取組み」の中で、新しい

施策として、市民の多様な活動を支援する（仮称）市民協働支援センターについて、市

民参加で検討し、整備しますとなっております。しあわせプランは以上でございます。 

 次に、多摩地域の市民活動支援報告資料というのが、ＮＰＯ法人市民活動サポートセ

ンター・アンティ多摩というところから出ております。これは２００４年７月時点の回

答でございまして、ここの委員でいらっしゃいます堀井委員のひ・ろ・こらぼさんが協

力してつくられた非常に見やすい冊子でございます。これは私どもが非常に一覧性があ

って見やすいと思いまして、若干古い資料でございますが、７年前の資料でございます

が、まず市民活動センターたちかわ、それから八王子市市民活動支援センター、三鷹市

市民協働支援センター、それからこくぶんじ市民活動センター、調布の市民活動支援セ

ンターということで、これはまだ実は西東京市のセンターはまだできていないときでご

ざいますけれども、我々がすべてここは視察に行かせていただいております。 

 前後しまして恐縮でございます。（仮称）小金井市市民協働支援センターの機能等につ

いての意見というのがありまして、これは山路委員が委員長をされております小金井ボ

ランティア・市民活動センターの運営委員会というところが平成２１年１０月から３回

にわたりまして専門委員会を設けまして、市民協働支援センターの機能等についてとい

うご議論をいただきました。それをまとめたものがこの資料でございます。これは第１

回の委員会で提出したものでございますけれども、このような意見をちょうだいしてご

ざいます。 

 次に、近隣７市における市民活動・協働センター等の設置状況、これは私ども準備室

で平成２２年６月にまとめさせていただいたものでございますが、その時点におきまし

て、東京・多摩地区において訪問しました各センターの予算額、職員体制、開所日、運

営形態等について手短に一覧性を持ってまとめさせていただいたものでございます。 

【佐藤市民協働推進員】  こちらの小金井市新庁舎建設基本構想というのがページに

ついている資料８の８に関しまして、私の方から若干説明させていただきます。 

 この小金井市新庁舎建設基本構想というのが平成２３年３月にまとまりまして、現在

は小金井市新庁舎基本計画市民検討委員会というのが開催されておりまして、その第１

回が６月３０日に行われました。そのときに配られた資料の中から一部、個人的に市民

団体から推薦を受けまして新庁舎市民検討委員会の委員になっておりますので、つけ加

えさせていただきます。 

 それで、こちらの検討委員会もすごくスケジュールがタイトなんですが、さらにこの

市民検討委員会のスケジュールもタイトなので、資料７として配っているところのスケ

ジュールをご覧いただきますとおわかりいただけるかと思いますが、市民の参加と協働

を支える機能・空間のあり方というのをもう既に検討に入りまして、６月３０日に出て、
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７月１１日に、協働を支える機能についての検討は既に終わってしまいました。こちら

の委員会に先に報告するいとまがなかったものですが。ただ、まだいろいろ検討課題の

中でこちらの委員会から新庁舎建設の委員会に例えば意見を出すとか、そういうことも

可能かと思いますので、スケジュールをご覧いただくとわかるんですが、９月２９日に

蛇の目ミシン工場跡地の総合利用に関する素案の検討に入ります。庁舎の中に市民協働

センター的な機能を入れてくれという意見を入れるというのもありますし、残地があり

ますので、そこに庁舎とは別に、庁舎をどんと大きいものが建てられない場合にはその

時期を若干ずらして別の施設的なものを建てるという構想もあるとの話も聞きます。１

０月２０日の第５回のときに、新庁舎の規模とか細かい検討に入りますので、その前に

こちらのほうから意見が届けられればというようなこともありますので、ぜひ答申の中

間まとめのところには、市民協働に関する施設等のものが盛り込まれるようにこちらか

らも働きかければいいのではないかということで、資料を出させていただきました。 

 こちらのＡ３になっているこの資料を見ていただけるとわかると思うんですが、それ

と今のスケジュールをあわせると、具体的な検討課題がこちらのところに書いてありま

すので、さっき言った２番の敷地条件と敷地内容というのは９月に検討されます。これ

がここの本委員会の２日後の検討委員会になります。３番の新庁舎の建設計画、こちら

が１０月になります。そちらのスケジュールとあわせて、この新庁舎のほうでは今度は、

その次のページに載っております意見提案シートというのが配られておりまして、これ

におさまり切れなければ別紙でも構わないということで、意見の提出が委員会の３日前

にあった場合には、委員会の中の意見と同等に全員に配って検討に資すということにな

っておりますので、その辺、こちらの委員会でも検討いただければと思いまして、資料

として提出させていただきました。以上です。 

【山路委員】  ちょっといろいろなことがよくわからないんですが、要するに、今我々

がこのあり方検討委員会の場で、もう１つの柱でまとめようとしている市民協働支援セ

ンターのあり方の中身、これが１つの柱になるはずですが、今、佐藤さんが関わってお

られる小金井市の新庁舎の中に、確かに、特に５ページのところで市民協働、市民の参

画・協働を支える庁舎ということで、情報の収集や交換ができる場の設置ということで、

センター機能をある程度含めたようなものを新庁舎の中に入れ込もうとしているという

話が出ていますよね。そうすると、我々が検討している市民協働センターのあり方、そ

のセンターと、新庁舎の中に入れ込む市民協働の場ということとどう関連するのですか。 

【佐藤市民協働推進員】  ここで検討していただくものを庁舎の中に入れたい、入れ

るという方向のまとめをしていただくことも１つありますし、入らなければ、ただ、こ

ちらの答申のほうが実は新庁舎の答申より後に出るので、タイムラグがあるんですね。

ただ、ほかの地域では、例えば庁舎の中にある共同的なスペースと別棟で、ほかの自治

体においては別の施設を建てることもできるので、庁舎の中ではなくて外に置くという

考え方もあるのですが、小金井の場合は、ご存じの方も多いと思うんですが、別施設を

建てるのは非常に難しい状況にあるので、庁舎の中に入れた方がいいんじゃないかとい

う見解を示していただくこともあるのか、ないのか、ご検討いただければと。 

【山路委員】  ただしそうなると、時期的には相当急がないと、要するに庁舎の中に

入れるか入れないかという話をまずここでコンセンサスをとって、尐しその方針を決め

ないと取り残されてしまうという恐れもありますよね。 

【佐藤市民協働推進員】  そうです。一応、個人としては、１１日の委員会では、や
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はり協働支援センター的な機能を入れるべき、まだ昨日の段階ですので、本設計はまた

来年になりますので、設計段階で具体的に決まるとは思いますが、基本計画の中では、

個人としては入れてほしいということは申し上げましたけれども、個人として申し上げ

るより、やはり委員会なりそれぞれの委員の方が個別の意見を届けるなりという方法が

あれば、またちょっと違うかなと。 

【安藤委員長】  この部分だけでいきますと、センターそのものの拠点を庁舎内に入

れるか、それとも庁舎そのものがそういう空間を確保しておいてくれというのとは意味

合いが違うわけですよ。だから、ここはちょっと区分けしないとだめだと思います。こ

れはセンターが、こういう市民活動が行政の一角なのか一角でない形で動かすのかとい

う、これはもう完全にポリシーの問題になってくるので、ここは単純に行政の中に全部

入ればいいやという話では決してない、この部分を気をつけないと難しいと思いますね。

それは急いで検討するということで、そういうものが今、庁舎建設に当たっては考え方

が出ているということと、今、山路先生が言ったように、もしやるなら、これに対する

カウンターペーパーは出していくかどうか、尐し急がなければならないと思います。 

【事務局】  八王子の市民活動支援センター案内資料ということで、こういうまとめ

て出させていただきました。これは私が７月１２日に訪問いたしまして、いろいろお聞

きしたものを抜粋してまとめさせていただいたものです。実は、冒頭、最初のページを

ご覧いただきたいのですが、これは本当に交通至便のところにあります。ＪＲの八王子

駅から徒歩５分程度のところにありまして、面積は１１４平米と、そんなに大きくはな

いんですけれども、非常に交通至便のところにありまして、利用が多いというふうに伺

っております。確かに、八王子市は外国人登録を含めてちょうど５６万人、人口規模は

小金井市の約５倍ございます。面積に至ってはものすごく広いのですけれども、実はこ

この八王子の市民活動支援センターをご利用されてショッピングされるとか、そういう

活用をされている市民がたくさんいらっしゃるという話で、むしろ私の方で着目したの

は、人口の割には、面積的にはいわゆるハードの部分はそう威容を誇るというほどでは

ございませんでしたけれども、非常に工夫をなさっていて、ソフトの面で私はいろいろ

な点で学ぶ部分がございました。 

 一例を挙げますと、２ページをご覧いただきたいのですが、相談の場として、これが

また大変参考になるんですけれども、実はこの相談につきましては、関連資料として、

「地域のとびら」というのがあります。その前のページをご覧いただきたいのですが、

とてもよくやっていらっしゃるんですね。これは特定非営利活動法人八王子市民活動協

議会と特定非営利活動法人著作権推進会議との間の委託・受託に関する覚書に関する業

務の範囲の具体的な項目について、これは著作権協会とはいいながら、実はこのＮＰＯ

法人は、弁護士さん、税理士さん、司法書士さん、行政書士さん、社会保険労務士さん

などを抱えております。市民の皆さんが市民活動に関して法律問題が生じたとか、ある

いは社会保険労務士さん、人を雇う際にどうしたらいいかとか、いろいろな相談があり

ます。これは実は弁護士さんの法律相談、あるいは税理士さんの税法相談は、無償であ

っても素人がやってはいけないという規定になっておりまして、市民に迷惑かけますか

らそういう規定になっておりまして、有資格者のみが相談に対応してございます。そう

いうことで、これは市内のＮＰＯ法人がそういう役割を担っておりまして、そこと契約

を結びまして、予算の範囲内で相談を受けているということでございます。 

 「地域のとびら」というのを見てください。これはボランティアセンター、シルバー
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人材センター、八王子センター元気、サイバーシルクロード八王子、八王子市市民活動

支援センター、八王子市市民活動推進部協働推進課、これらが有機的に結合して市民の

ためにいろいろお役立ちになっているということでございます。 

 小金井は、今、実は市民協働支援センターは先ほど言いましたように懸案事項になっ

ております。そのほか男女平等推進センターだとか、防災センターだとか、消費生活セ

ンターだとか、保健福祉総合センターだとか、生涯学習支援センターだとか、産業振興

センター等々については行政の課題にはなっておるのですね。そういうものと例えばフ

ロアを一緒にするとかなんかして、そんなに大きな面積がとれるはずがないので、そう

いうことも十分考えられるのではないかと思います。以上です。 

【安藤委員長】  ありがとうございました。八王子というのは非常に大きいところで

ございまして、いろいろな活動団体もかなり歴史のあるところでございますので、そう

いう意味では、建物は駅前にあって、小ぢんまりしたところなんですけれども、それな

りにいろいろな活動団体が動いているという状況でございます。いずれにしても、他の

地区のものも資料として提出していただきましたけれども、それぞれ特色を持ちながら

進めてきているところですので、尐し分析をしながら小金井のセンターのあり方という

部分について尐し詳しく照らし合わせながら検討したいと思いますが。 

 検討するに当たって資料で出していただきました１つで、山路先生が運営委員長にな

っております小金井市協働支援センターの機能等についての意見ということで出されて

いる部分がございますけれども、これはいわゆるこの中間支援センターをにらんだ形で

考えていただいた、ご検討いただいた内容ですよね。ちょっとこれを先生のほうで尐し

ご説明いただけるでしょうか。 

【山路委員】  大分前の話ですので、なかなか記憶に残っていない面があるんですが。 

【安藤委員長】  もう１年たちますから。 

【山路委員】  １年たつとほんとうに古い話になっちゃって。それを、ワークショッ

プ方式でボランティアセンターの運営委員会のメンバー、堀井さんもいらっしゃいます

けれども、みんなそれぞれがグループに分かれて意見を出してもらって、それを集約し

たものですので、できるだけ絞り込んでやろうとしたんですが、羅列的になった面があ

って、なかなか方向性が読み取りにくい話になったかもしれません。書かれているのは

読んでいただくしかないのですが、できるだけアクセスとして便利なところ、あとは市

民活動の拠点としてこういうことを施設設備の機能として盛り込んでくれということで

かなり盛りだくさんな中身が書かれています。その場でこういう市民活動ができるだけ

しやすいような会議スペースとかコピー機とか、保育スペースとかいうのをとってもら

うと同時に、まさしく中間支援ということで、さまざまなイベントとか講座、そういう

ものも積極的にやっていこうではないかということと、それから居場所づくり、高齢者

の居場所づくりというのは私は非常に深刻だと思っているんですけれども、高齢者だけ

ではなくて子どもとか学生とかいろいろな世代が集って世代間交流のできるような場に

できないかということもここで強調しているつもりです。 

 それから地域課題の解決に取り組む場というのは、こんなことも書いたのかという。

これはなかなか大変ですよね。そんな簡単な話じゃないんですが。 

 それから、ほかの市民活動センターの場を見ると、なかなか使い勝手が悪いという、

時間帯設定とかそういうところも場合によってはあるので、最近は随分よくなってきて

いますけれども、土日も、それから勤労者が利用しやすいような夜間の時間帯もできる
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だけ入れてもらうようにしてもらいたいということをここであえて入れたわけでありま

す。 

 それから、いろいろな情報収集ができる場ということで、いろいろな各種情報、市民

活動だけじゃなくて行政の情報とか、かつての人材銀行のようなボランティア情報のよ

うな、そういう情報も出してもらって、それをコーディネートできるような機能もあわ

せ持ちたいということを入れました。あとは、その活動について最後に６番目として第

三者機関が本当にうまく機能しているのかどうかということを絶えず評価・チェックす

るようなことで、よりよき施設に管理していくということも必要ではないかということ

でまとめたわけであります。以上です。 

【安藤委員長】  ありがとうございました。これが今日資料としてこの委員会でもっ

て検討しなければいけない資料８の２ということで、検討委員会資料の項目が（１）か

ら（９）まで出ているかと思いますが、実は、今お話しいただいたものがこの項目に当

てはまるものも結構ございますので、これを参考にしながら、なおかつ、各地区のそれ

ぞれのセンターの状況、どちらかというとセンターの状況はハード面の部分が割合と多

い部分になりますので、実際の運営とか何かになると、ちょっと見えにくい部分がござ

いますので、そういう意味では、今、山路先生の方からご報告いただいたようなところ

を尐し掘り下げていただけると、運営の部分も見えてくるのかなというふうに思います。 

 ということで、これらについて見ていきたいと思いますが、各地区の部分で、この地

区のやつを尐し聞いてみたいというのは逆にございますか。今お手元に行っている資料、

全体で比較できる資料が１つあるのと、それからあと、それぞれのセンターの細かいパ

ンフレット等々で一部抜粋していただいたものが幾つもございますが、こういった部分

を含めて見ていただいて、この地区のものはどうなっているのかということを尐し概括

していただいて、ご質問等々があればと思いますが、いかがでしょうか。 

【安藤委員長】  １つ訂正しなくちゃいけないのは武蔵野市です。武蔵野市が市民活

動センターということで名称が尐し変わってきております。で、この場所は、皆さんお

わかりだと思うけれども、武蔵境の駅前のあそこの新しいところに入ってきております。 

【事務局】  すみません、委員長、これは今まで、市役所の西庁舎の７階にあった部

分が移動になったんですか。 

【安藤委員長】  はい、そうです。あそこに全部移動になりました。 

【事務局】  ２つあるのかと思いました。 

【安藤委員長】  いや、ありません。図書館機能もあそこに全部動いちゃいました。 

【事務局】  生涯学習だけかなと思って。 

【安藤委員長】  はい、引っ越しています。 

【山路委員】  場所は武蔵境駅の……。 

【安藤委員長】  南口のヨーカドーの隣です。お寺さんの隣になります。 

【山路委員】  それは独立した建物で。 

【安藤委員長】  完全です。立派な建物です。 

【山路委員】  それは名称は何ていうんですか。 

【安藤委員長】  ええとね。 

【山路委員】  まあいいです、名称は。要するに建物の中にいろいろな施設が入って

いるんでしょうね、多分。 

【安藤委員長】  基本的には生涯学習ですから、いわゆる図書館機能が中心です。あ
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と青尐年のいろいろなイベントができる機能を持っているのが主な機能です。 

【川合副委員長】  西武の駅の側です。境でも。 

【山路委員】  まあ、あそこはとにかく財政状況がいいですから。ハードの面ではか

なり豊かなところに作れるんですよね。安藤さん、尐し中身については、特にソフトの

部分についてはこのペーパーだけではわからないんです。だけど、それが肝心なことな

ので、準備室のほうで、加藤さんと佐藤さんが非常にこの間精力的に動かれて、ペーパ

ーにできないような話も多分いろいろご存じだろうと思うので、薄々は聞いていますけ

れども、ソフトの部分でこの辺はよくなくてここはいいというふうなぶっちゃけた話を

していただけると大変参考になると思うんですね。そこのところをかなり突っ込んだこ

とをしないと、やはりハードの面での比較対照だけでは、確かに武蔵野市とか立派なと

ころはいっぱいあるんだけれども、本当にそれだけでいいのかという話もありますので、

できればちょっとお話しいただければ。 

【安藤委員長】  先生、その辺はどの辺を聞きたいという、例えばソフトの部分でい

くと、先生のほうが出していただいた中で、例えば（４）、（５）、（６）、（７）、（８）、も

しくはその運営そのものかとか財政そのものかとか、そういう話ですか。 

【山路委員】  まあいろいろな切り口があるので、例えば私はいつも引き合いに出し

て心苦しいんだけれども、小平市の市民活動支援センター、ここは本当にかんかんがく

がくの議論をしているんですよ。もう５年ぐらい前から市で検討委員会をつくって、２

年越しで報告書をまとめて、その報告書は、基本的には社協排除の報告書を出したんで

すね。要するに、あそこは第２市役所的なところだから、市民活動支援センターの中身

づくりにかかわるのはおかしいからというので排除しちゃった報告書を出したんです。

社協の側はそれに危機感を持って、ぶっちゃけた話になるんですが、安藤さんと私が引

っ張り出されて、それでいろいろな市民活動をやっている人たちを含めて、社協として

のというよりも、むしろある程度第三者的な立場で報告書をまとめたんですよ。ところ

が、ちょっと話が長くなって恐縮なんですが、非常に不幸な話になって、そのセンター

には社協以外の人をやはり入れるべきだと。社協そのものが市民活動センターにかかわ

るというのは好ましくないということを出したら、社協自体が、社協の肝いりでつくっ

た検討委員会であるにもかかわらず、報告書であるにもかかわらず、自己否定しちゃっ

たんですよ。要するに我々、私とか安藤さんはもうそれ以降は排除されちゃったという

非常に不幸な話になっちゃって、ジグザグして。それで結果的にできた市民活動センタ

ーは、小平市の一番端っこにあるおがわ元気村という小学校の跡地につくったんですけ

れども、そういう鳴り物入りでいろいろかんかんがくがくしたにもかかわらず、予算は

ここに書かれているように、年間予算が１,０００万円という、三鷹、調布、立川に比べ

ると本当に寥々たる予算で、スペースも非常に狭くて、非常に使い勝手の悪い市民活動

センターができ上がってしまったと、ハードの面ではそうなんです。ソフトの面ではあ

まりよく承知していませんけれども、多分その辺がうまくいっているとは聞いていませ

ん。 

【玉山委員】  でも、市民活動支援センターと社協の役割というのは、多分おのずと

分かれてくるのに、なぜそんなにいがみ合わなきゃ……不幸な結果に。 

【山路委員】  土地柄もあると思うんですけれども。それはだけどお互いに協力し合

って、社協も、社協でないとできない人材とかいろいろな面も持っているわけですから、

社協の力も借りた市民活動センターが望ましいと我々も思ったんだけれども、ただしそ
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れは社協そのものであってはその市民活動センターはならないわけですから、それはや

はり第三者的な、市民活動をやっている人たちがほんとうにかかわりやすいような体制

にしなくちゃいけないという、その意味では両方の力をかりての市民活動センターが望

ましいというのが小平での差し当たっての結論だったんですけれども。だけど、結果的

には社協が排除されて、小平市のＮＰＯのネットワークの協議会の人が請け負って、自

分たちがＮＰＯをつくって運営するという社協排除の形の運営になったんですね。 

【玉山委員】  排除というのだと、対立っぽく聞こえる……。 

【安藤委員長】  まあ、ややそれに近いです。対立とは言わないけどね。 

【山路委員】  事実上そうなってしまっているんですね、なぜか。私は社協の責任が

非常に大きいと思いますけれども。まあ、そういうどろどろした話で申しわけないんだ

けれども。 

【小早川ボランティア・市民活動センター地域福祉係長】  よろしいですか。社会福

祉協議会というと、昔からの地縁組織というイメージがすごく強くて、市民活動という

といわゆるテーマ型の組織と言われて、一緒にやればいいんだろうけれども、なかなか

そこら辺の融合が難しいという課題はずっと抱えてきたと思うんですね。小平の市民活

動センターに関しても、やはり私と加藤でも意見も違いますし、多分山路先生と私なん

かとも若干意見は違うかとは思うんですね。私が今まで視察に行ったところを見ると、

市民活動センター的な機能というのはかなりそれぞれ充実していると思うんですが、協

働というところに触れると、ほとんどと言ってはちょっと語弊があると思いますけれど

も、行政と市民活動の協働という観点からいくと、どこのソフト面もちょっといまいち

ではないかというのが個人的な感想です。 

 それで、施設的には小金井はこういう状態で非常に遅れているんだけれども、その分、

ソフト的な面を充実するというような観点からいくと、やはり行政と市民活動の部分を

分けてしまわないで、センターができたのはいいんですけれども、センターをある民間

団体に丸投げ的にあれしてしまった、そこから行政の部分が協働ではなくて、とにかく

市民活動をされている方々、よろしくやってくださいみたいな感じになってしまう部分

もあると思うので、そのソフト機能というものを私はすごく充実するようなものを考え

ていけばいいのかなという気持ちでいます。個人としての意見です。 

【安藤委員長】  山路先生も先ほど言ったとおり、ソフトの部分はとても大事なんで

す。ハードの部分は、これは場所によって全然違っちゃうんですよ。これもやりたい、

これも置きたいというけれども、そんなのは場所の大きさによって無理なのはいくらで

も出てくるんですが、でもセンターという中間支援というのは何をやるところなのかと

いうところが表に出てこないとだめなので、そういう意味ではソフトの部分をどうする

かになるんです。そうしたときに、多分これはどこの地区もうまくいっていないという

のはそうなんです。いかないんです。これは私も自分で調布にいながらもそうなんです

けれども、要は行政の委託の中で縛りがかかっているという、それでも調布の場合には

かなり行政の縛りを削って入らないようにはしていますけれども、縛りはかかるんです。

すると、あれもできないこれもできない、そういうのが出る。なおかつ、ここで見てい

ただくとおわかりのように、予算が１,０００万円ない中でやれというのはそもそも無理

な話なんです。だから、形だけですねという話が１点ありますね。だから、そういうこ

とも含めると、多分、山路先生が言ったのは、そういう運営の面をどうするのかという

ところのどろどろした話かどうかは別としても、やはり運営面がきちんとできる環境が
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あるかどうかという、ここをきちんと出していかないと、場所がとれればいいかという

話では決してないと思います。ぼろは着てても心は錦じゃないんだけれども、そっちの

ほうがセンターとしてははるかにいいかと私は思っておりますけれども。いずれにして

もそういう部分が運営の面、それから進め方の面というものがどう確保できるかという

ところがとても大事なんですが。 

 いかがでしょうか、他の方。事務局のほうであるんですか。 

【小早川ボランティア・市民活動センター地域福祉係長】  すみません、今の話でち

ょっと関連して、最後、この検討資料の（９）のボランティアセンターの関係となって

いたので。前回のときにもちょっとお話をさせていただいたんですけれども、近隣７市

のところを見ていただければわかると思うんですが、センター、調布さんと立川さんだ

けが社協が受けていまして、その調布さんと立川さんがボラセンというものと統合して

いる状況になっております。 

【安藤委員長】  それはこの資料が違います。西東京も同じです。社協です。 

【小早川ボランティア・市民活動センター地域福祉係長】  あ、ごめんなさい、西東

京もですね。その他のところで、例えば、この間もお話があった府中とかは、前のとこ

ろなんですけれども、府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターと書いてあって、それで

ボランティア相談は社協に行ってくださいというような内容のセンターになっていると

いうのが現状ですから、そういったところをぜひ皆さんの方で内容を、今、うちの佐藤

が言ったんですけれども、詰めていただきたいのが１点と、あと、安藤委員長がご存じ

だと思うんですけれども、調布が初めに行政からこの話が来たときに、さっき山路先生

も小平のお話をしたんですけれども、調布のときも反社協的なＮＰＯ法人をつくって、

確かそこと社協で争って、社協が勝ち取ったんです。そういった多分いきさつがあって、

やはり社協に対するいろいろな反というわけじゃないんですけれども、何であそこにお

任せするんだと。といっても、じゃあ小さい１０人ぐらいのＮＰＯ法人が受けますとな

ると、いや、そこは大変だねとなっちゃうと、大きいＮＰＯ法人を１個つくろうかみた

いな話にいざとなるとなりますので、別にうちが受ける受けないとかいう問題ではない

んですが、そこら辺もぜひ、運営主体というところも考えていただいて議論していただ

ければなと思います。 

 それで、先ほど山路委員がボラセンの方から皆さんに対しての意見というところで出

しているのですが、この中とかで、結構ボラセンが受けると考えている委員さんも何人

もいらした内容になっているので、というのは、例えば資料の３ページの上が５、６、

７、８と括弧が出ていると思うんですけれども、ボランティア情報をコーディネートす

るというのは、本来ボラセンの機能なんです。じゃあこれを今度新しくできるところが

内容としてやりますとなると、じゃあボラセンはやらない、両方でやりますというのは、

ちょっと何か難しい問題になってくるのかなと思いますので、私が感じたところはそこ

ら辺でして、あとはソフトの面に関しては、他市のところでも確かに会議室だとか市民

活動のスペースとか、コピー機とかメールボックスとかそういったスペース的なセンタ

ーはたくさんあるんですけれども、内容の面で、今、うちの佐藤が言ったように、協働

という部分に関してはあまりできているところが尐ないので、だから、どこが受ける受

けないという母体もそうですし、内容に関しても、ボラセンというのは運営委員会があ

りまして、そこで運営方針を決めておりますので、そことの関係性で市民にとってわか

りやすい、社協が受ける受けないに関係なく、あ、ああいうことに関してはもちろんセ
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ンターかなと。ボラセンはそういうところだなというものが明確化しているものをぜひ

ご議論していただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【事務局】  委員長、すみません、手短に。 

 ソフトということですけれども、八王子の、実は「市民協働の先進都市八王子」とい

うのが中途ぐらいに、「地域のとびら」という先ほどご説明した裏のページ、「市民協働

の先進都市八王子」というタイトルのものがありまして、春田さんという、この方はセ

ンター長で私お会いしてきたんですが、センター長にお話を伺ってきたのです。その中

の、改行の部分から３行目、ここは市民活動の相談の場、情報提供の場、交流の場、学

習の場、出会いの場となっている。ここの特徴は、公設民営の中間支援組織で、行政の

資源、（看板・信用・情報・広報・施設・資金の提供）と、市民団体（ミッション・専門

知識・豊富な実戦経験・柔軟性・ネットワーク・人的パワー・奉仕活動）の相互補完、

役割分担による幅広い公共サービスを提供している。まさにこのとおりです。 

 具体的に申しますと、前にも出ましたゆめおりファンドというのがあります。３枚目

です。これは実はファンドをつくっています。どういうファンドをつくっているか。今

の段階で実は、この裏を見ていただきますと、今、物のファンドをやっています。つま

り、企業で、本当にいいものなんだけれども要らなくなったものとかを譲り受けまして、

市役所の倉庫に保管して、市民活動にどんどん無償で提供しているのです。物のファン

ドをやっています。それから将来の人材バンク的な人のファンドをやりたいと。その先

は金のファンドをやりたいと言っていました。それから今、八王子市が約１,０００万円

くらいでしたか、市民活動団体に支援金を出しています。その支援金は、実は慎重に慎

重に市役所はやります。相当な人件費を使ってやっております。私たちは本当に何分の

１の費用でできますよと。市役所は宿命的に平等、理屈がきちっとしていないと通りま

せんから、相当な税金を使って実はその手続に使っている。私どもがやらせていただけ

れば将来的にやりたいんだ、そういう機能を発揮したいんだ、それがもう非常に明快に、

しかも市民活動団体を生き生きさせるようなことをたくさん知っているから、やります

よこういうふうに言っていました。そういう意味で、ソフトの機能が大切ではないかと

思っております。以上です。 

【安藤委員長】  ありがとうございました。先ほど言われたように、ここは別に社協

にお願いするからとかということでは決してないので、いわゆる小金井市の中の中間支

援としてどういう機能を持たせるかといったときに、そこに本当にできるところはどこ

かというところから詰めていかないと、運営団体が先にありきだとやはりゆがんでしま

うということがありますので、そういう意味では、こういった議論をさせていただきな

がらまとめていったものが本当に実行できるかどうか、ここが大きなポイントになるだ

ろうと思っております。そういう意味では、山路先生がいつも悔しい思いをしているよ

うに、小平はその機能を社協が持てなかったという、そういう社協そのものが転換でき

なかったというところがいっぱいあって、これはやむを得ない部分もしょうがないと思

ってはいますけれども、いずれにしてもそういうことで、運営先にありきでは決してな

いというこの部分で内容を詰めていかなければならないかなと思っております。そうい

う意味では、小金井にとってどうするかというところは、どういう運営が一番いいのか

ということは、このペーパーに出てこない、実は本当は大事なのは運営委員会とか、職

員体制とか予算とか、こっちの方が本当はとても大事なところなんですが、でも、それ

をどういう機能を持たせるかといったときに、そういった、なぜそういう運営委員会が
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必要なのか、なぜそういう職員体制が必要なのか、どうしてそれだけの財源が必要なの

かというところにほんとうは来なければいけないので、尐しソフトの部分を、今かなり

出ておりますが、ソフトの部分をそれなりにまたご意見いただけるといいのかなと思い

ますが。 

【川合副委員長】  ちょっと一言いいですか。こういろいろ資料をちょうだいしまし

て、先ほどの近隣７市のでも結構なんですが、名称を見ていますと、協働というのが付

くのが実は武蔵野、三鷹、西東京に限られて、あとは市民活動という、実はここがもの

すごく大きなポイントに私はなっていると思うんですね。前に協働の定義をしたときに、

行政とＮＰＯ等の、市民活動団体との間のことにしようよと言ったと思うんですね。そ

のときに、市民という個人はどうしますかといったときに個人は排除したはずなんです。

と、僕は思っているんです。その意味では、ソフトの面も含んで、対象を思い切り限定

して、絞ってやっていきたい。そうすることによってこのスペースの話、機能の話、人

の話、全部変わってくると思うんですね。で、今の社協の話も、したがって私の概念か

らいけば、あくまで団体との話をしていますから、ボランティアセンターの機能がどん

なものというのは我々としてはタッチしない機能なんじゃないかというふうに思うんで

すけれども、それはいかがでしょうか。絞り過ぎですか。 

【安藤委員長】  ボランティアセンター云々はちょっと別問題としていただいて、や

はり一ボランティア、一市民がボランティア活動なのか、ＮＰＯを立ち上げたいのか、

それはもうさまざま違いますので、でもそれを、あなたは個人だからこっちじゃありま

せんという、これは絶対に現場の段階ではそういう区別はできませんので、だから、そ

ういう意味では基本的に個人の方も受けとめていくということを前提としなければいけ

ない。だから、府中はできてないんです。府中は言葉的には、個人は向こう、ボランテ

ィアセンターです、団体はこっちですというふうに言っているけれども、両方とも同じ

ことをやっています。やらざるを得ないんです、現状としては。だから、府中は行政委

託でやっているものだから、あえて理屈づけをしないと予算が出ないというところであ

えてやっているだけの話で、現実の問題としては、個人も受けとめているんです。ボラ

ンティアセンターのもある程度受けとめているという、このやり方をやっています。だ

から、そういう意味では言葉だけの問題ではないんですよ。中身としてどういうふうに

受けとめ何をやっていくのかというところが多分必要になると思います、ここは。 

【川合副委員長】  なるほどね。ちょっとすみません、くどくなりますけれども、Ｎ

ＰＯ、我々自身が単独で何をしようが、これは全く無関係で、行政から見たときにこれ

を市民の知恵をかりて一緒に組んだ方がいいという世界だけを取り上げたというふうに

限定してみませんか。で、個人の場合も個人がＮＰＯをつくり、ないしは行政が何かこ

ういうことを、市民の皆さん、知恵をかしてくれませんかといったときに応募してきて

団体をつくって一緒に組みましょうというのは大いに結構だと思うんですね。それをこ

の中間支援組織はコーディネーション、仲介をしようじゃないかというふうになると思

ったんです。 

【白井委員】  僕としては、団体だけじゃなくて、個人の方のこういう市民参加、市

政参加の玄関になるべきだと思うんですね。で、それは何かというと、ただＮＰＯ団体

をつくりたいだけじゃなくて、何か市政に貢献したいとか、自分も何か市民活動に参加

したいみたいな、ちょっとした思いがあったときに、一歩を踏み出すその先がないとい

うのが多分現状だと思うんですね。だから、そこの参加するハードルが高いと感じてい
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るか、どこに行ったらいいかという、何か霧の中を探すみたいな。だから、こういうこ

とをしたいんだけれどもみたいな相談をしたときに、じゃあ、こんなＮＰＯがあるから

そっちに行ってみたらみたいな、そういうリクルーティングの役割みたいなものもソフ

トの機能として成り立てばいいのかなという気はするんですけれども。 

【川合副委員長】  そうしますと、範囲がすごく広くなってしまわないかと。それは

どちらかというと、今現在社協がなさっているボランティアセンターの仕事、したがっ

て、今回の震災のことも含めてボランティアしようとしたときに社協へ行きなさいと。

ますます今回の大震災の中でアピールされたと思うんです。今のような問題提起の人は、

僕は社協のボランティアセンターへ行く、で、社協のボランティアセンターで、そんな

ことならば、市内にこういうＮＰＯがありますからここへコンタクトなさったらどうで

すかとか、こんな講座を開いていますからまずここで勉強なさったらどうですかという

のは、多分それは社協さんのボランティアセンターは今もしてくれていると思うんです。

その機能がこのセンターに持たせるんですかというと、趣旨としてはまたややこしくな

ってしまう、そこまで広げるというと。 

【安藤委員長】  おそらく、ぱっと切れればいいけれども、おそらく切れないんです、

この活動は。もう１個言うと、行政とＮＰＯだけのこの範囲だけで考えましょうといっ

たって、じゃあいっぱいいろいろな活動をされている方々は、別に行政とＮＰＯだけが

目的じゃないわけですよ。ほかのＮＰＯ同士と連携が欲しいとか、場合によってはＮＰ

Ｏの人たちと企業の人たちからのアプローチを組む連携が欲しい。今言ったように一市

民がＮＰＯとかかわりたい、それはまさにボランティアでかかわりたいというのも出て

くるわけですよ。だからそうすると、いろいろな要素がセンターというところのコーデ

ィネーション業務のところに入ってくるというのは、これはもう避けられない事実、そ

れでみんないろいろな形で動いてきている。だから、この中で協働センターとか言った

としても、個人の人のそういうボランティア活動したいんだけど、ＮＰＯでかかわりた

いんだけどというのも入ってくるし、どこか財源がないでしょうかということで企業と

のコンタクトを協働事業で考えたい、そんなのはいくらでもできる。だからそれは別に

協働センターだから、名称がそうだからそれだけですということじゃなく、支援センタ

ーであっても同じことをやっていかざるを得ないというのは、やはり地域の現場の実態

なんだというふうに見ていったときに、名称はちょっと、一般受けと言ったら変な言い

方ですが、受け入れやすいようなものにするにしても、だから、そういう意味では機能

なんだと思うんです。それで今まで議論してきたところは、ここでやるときに、あくま

でも行政側がどういうスタンスでもって市民と協働していくんですかといったときの考

え方ですから、議論としてはそこに行政とＮＰＯ、市民活動のところで限定したわけで

すけれども、中間支援になると、これから育ってくる、これから広げていかなくちゃい

けないこの部分の位置に立っているとすれば、単に行政と活動団体との関係だけではな

く、個人の問題、企業の問題も含めて協働の部分、そういうことのネットワークづくり

とかいうことも広げていかなければ、協働に結びついていかない。だから、そういう意

味では中間支援組織というのは非常に重要な意味を持ってきているんです。単に行政と

何々したいところだけ相談を受ければというんだったら、そんなに人は要らないし、ス

ペースなんて考えなくたって１事務所あれば十分できる問題であって、それはそんなに

時間をかける必要性はないんですね。ただ、いろいろな小金井市民の人たちの思い、活

動している人たちの思い、また小さく３人ぐらい、５人ぐらいでやっている、そういう
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活動をされている方々も含めて、こういった活動にいろいろな横のつながりをつくって

いくという、この部分をどうつくるかとなると、その機能をどう高めていくか、そうい

ったいろいろな仕掛けが必要になってくるんだと思うんです。それでどうも悩んでいる

というのが実態なんですよ。それで、それだけのことをやろうとしているのに、国分寺

さんは６００万円強しか金がついていないで、本当に人もいないでやれるのか……。 

【事務局】  ただ、委員長、これは、職員がじかでやっていますから。それは全く人

件費は別です。 

【安藤委員長】  そうなんだけれども、そんなので職員がいないんです、あそこは。 

【山路委員】  公設公営か、国分寺は。 

【安藤委員長】  うん、いや、公設公営で運営協議会方式をとって運営協議会の人た

ちはボランティアでやっています。 

【山路委員】  珍しいですね。 

【安藤委員長】  だから、機能していかないんです。 

【川合副委員長】  ごめんなさい、これはまだ議論のためのことも含めて尐しこだわ

って見ているんですけれども、私たちＮＰＯをやっているメンバーで、法人連絡会とい

うのが今、協働事業実績の調査をしていて、回収率が悪いので、改めて今月中ですよと

いうことでやろうと思っているんですけれども、何が言いたいかというと、現実に市内

で活動しているＮＰＯですら、この協働に関してどうしたらいいか、興味はあるんだけ

れども、わからない現状だと思うんです。もう１つ、この間のヒアリングした中で言え

ば、市役所の中の各部署の人たちも、いざ協働となったときにどう働きかけたらいいか、

市民団体、どこにあるんですか、だれが受けてくれるんですかということも含めてよく

わからない世界が現状のような気がするんですね。したがって、僕がこだわっているの

は、そういう専門の人たちでさえも行き先がわからないんだから、思い切り絞って、と

りあえず機能することを考えてみたらどうか。一般市民まで、安藤委員長の先ほどのご

説はすごく僕は理解できるし、そうかなとは思います。でももう一方で、今の小金井の

現状を考えると、思い切り絞ってやってみたらどうかと。協働ということに限ってです

ね。というふうに思って、１つくどく言っています。 

【白井委員】  それは順番でいいと思うんですよね。最終的に理想型というか、こう

ありたいというのは、形としてさっき言った一般市民が入ってくる玄関とかそういう機

能を果たす前提にしておいて、ただ、優先順位的に、今おっしゃるように、今の団体と

行政との関係をつくっていくというところから始めるとか、そういうふうに実際にやる

ときに……。 

【川合副委員長】  ステップの問題。 

【白井委員】  そうですね。という考え方もあると。 

【川合副委員長】  ええ、もちろん。 

【白井委員】  ただやはり、今回いろいろ議論してきて、協働支援センターのあり方

ということで考えますと、一般市民の人が入ってくる玄関みたいな、そういう役割は必

要かなと思うんです。 

【飯野委員】  私は、いただいた資料をいろいろ見て、三鷹市が地区ごとに何か協働

したらいいということも実際していらっしゃるんだと思うんですけれども、協働という

ものは、一緒に働きましょうよということで、一人であくせくして毎日生きていること

よりも、絶対それはいろいろな意味で目覚めさせる、いろいろなことに対して積極的に
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できるという、そういうメリットがあると思うんです。なぜなら、私、ちょっと勝手な

ことを言いますけれども、まちづくりと言わないで楽しいまちづくりといってほしい、

そういう希望があるんですね。 

 それは別としまして、結局、一般的な事業として市民の方たちにもっともっと広げて

いかなければならないと思いまして、わざわざ市役所の方たちが、私たちもこういうふ

うにやりますからあなたたちもこういうふうにやりましょうというふうに変わってきて

いるわけですから、それに対して、私はここまでさせていただいていろいろ思ったこと

は、ヒアリングのときにも、例えば健康課の課長さんの声を聞いているだけでこっちも

健康になれるような、それから福祉課の課長さんでしたか、女性の方だったと思うんで

すけれども、その方のいろいろな含蓄のある言葉を聞いていると、こっちまで今までの

生き方を反省したり、これから優しい気持ちを持ってやらなきゃいけないというふうな、

そういう非常にいい機会でもあったんですよね。決して難しいことはわからないですけ

れども、もっともっと市民の方たちが協働ということを事業を機会として市役所にもっ

ともっと接近していってくれればいいなと思っているんです。 

 それで、やはり私は町会の方から来させていただいた者として、会長会というのがご

ざいますね、町会。そのときに会長さんなり副会長さんなりが来られるわけですけれど

も、例えば、その会長さんが協働の係になっていただくと、小金井全域の地域の人たち

を取り込めるわけですよね。それでその１つの町会でこういうものを協働していきたい

というふうに、何でもいいからまず手始めとしてテーマを挙げていただいて、それでそ

のいろいろな契約とかそういうことは尐し先の段階として、それを手がかりとして、き

っかけとして進めていっていただけたら、もっともっと町会の方も活気づくのではない

かと思っています。 

 例えば、会長になる人は決まっていますし、私どもの町会でも後のなり手がいないと

いうことで今困っているわけですから、もっともっとその中身、みんなが自分は会長じ

ゃないんだから何もしなくていいとか、会計さんに任せていればいいんだとか、そうい

う傍観的な立場になりますし、いろいろ申してきましたけれども、あくせくする生活が

これからの理想の生活ではないと思っています。この間もごみを燃やす量が東京一尐な

いとなったわけですよね。ですので、そういうふうないい働きも生まれてきているわけ

ですから、本当に純粋に協力して働きましょう、一人であくせくして食べていかなくて

もいいんだという、その辺をもっと、それこそ先生のおっしゃったぶっちゃけた話では

ないけれども、みんなで働いてみんなで楽しいまちをつくっていきましょう、そういう

ふうな理念でこれからしていけたら、ただこの場所にいてそこで毎日を暮らしていると

いうのではなくて、もっと自分から生き生きとして一生涯ほんとうに楽しく幸せなこと

だけよく考えながらそれもやっていければ、非常に私は大変な世の中に生まれてこれた

価値ができるんじゃないか、生まれてくるんじゃないかと思っております。まとまりま

せんけれども。 

【安藤委員長】  ありがとうございました。おそらくそういう町会、いろいろな町会

もいろいろな課題を持っていますけれども、町会という１つの旧来型の仕組みはあるけ

れども、そこに構成している地域住民の人たちと、それからあとこういった活動をされ

ている方たちは、テーマでもって動いている、恐らくここを結びつける役割が多分必要

なんですよ。町会がぐっと大きくなるだけじゃなくて、別なテーマで、子育てをやって

いる、高齢者の介護をやっているというこの部分でやっている人たちと地域住民という
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部分が、その間を取り持つ誰かが必要なんですが、これが今議論しているところの中間

支援で、自動的に勝手に結びつくかというとそうじゃなくて、仕掛けがやはり必要なん

ですね。このときの間を取り持つというのはこのセンター、いわゆる中間支援がどうい

う機能を持つか。だから、そうするとそういったところまでやりますよというメッセー

ジを出しておかないとだめなんだろうと思いますので、ですから、そういうことを含め

てそれがやれるような機能と方向性とスタッフ・運営体制みたいなのが多分必要なのか

なという感じはすごくしますけれどもね。ありがとうございます。 

 ＮＰＯも今、全国的に見ていますと、何を言っているかというと、今までＮＰＯがぽ

んぽんと動いてきた部分があって、いろいろな法律の改正をつくったんですけれども、

最近出ているのは地域、地域住民という言葉なんですよ。だから、ばーっと活動したん

だけれども、やっぱり活動をちゃんと地に着いたものをやっていこうというと、やっぱ

り地べたなんですね。というところに向かってきている。で、町会のほうは町会のほう

でいろいろな課題が、構成メンバーも尐なくなってきているけれども、やっぱりどうい

う課題があるのかというので今必死になってきている。両方が今尐しずつ近づいている

んですよ。だから、そういう意味では非常に町会・自治会というのはとても大事な意味

を持ってきているということでご理解いただければと思います。 

 さて、時間がちょっとありませんが、今、いろいろな形でご意見をいただきながら、

この中間支援組織にどういうような意味合いを持たせるのかと言ったときに、いろいろ

と出ている中で重要なのが多分機能だろうと。いわゆる何のためにやるのかという部分

でどういう機能を持たせるのかとなりますので、すると、何のためにという尐し目的が

必要になってくるかなと思います。それは、川合副委員長が言っていただいたように、

いや、もっと行政とこの部分だけ狭くしろよという、もっと特化してやれよという部分

もあれば、一般市民のこれから活動したいなという人たちも含めて尐し広げておこうよ

という、この辺の考え方もありますので、そういう意味では、センターが何をどういう

ものを目指すのかという、この辺のミッション性を尐し固めるということと、今言った

ように、対象をぐっと絞るという部分もありますけれども、今、白井委員が言ったよう

に、これとこれとこれは必要なんだけれども、当面、３カ年計画の中ではこの部分を強

めようと、これはちょっと大事な中長期展望みたいなものをもう１個考えなくちゃいけ

ませんが、いずれにしても、中間支援としてはどこに力点を置くのかという。でもそう

いうものを、どういうところに力点を置くのかというのは時代時代によって変わってい

きますから、そうすると、こういったセンターがそのことを変わっていく部分について

反応していかなければならないし、手を打っていかなければいけないとなったとき、だ

れがやるのかといったときに、行政が全部やるのかといったら、市民活動をされている

方々が行政が言ったことをどうぞというわけにはいかないので、そうすると、やっぱり

それを運営する市民が、活動している人たちで構成されているような運営委員会が責任

持ってきちんとやれるんだ、運営委員会の機能が、権限をどのくらい持てるのかという、

そこは尐しこの運営方法、運営体制というところは多分議論していただかないといけな

いのかなと思うんですね。職員だけがやるのではなくて、どういう運営体制、これは多

分事務局の方で見てきて、八王子はだれがやっているかというと、運営委員がかなり踏

ん張っている。あの運営協議会が頑張ってやっているという、あのメンバーです。そう

いう意味では、運営協議会というメンバーの人たちがどういう人たちで構成されなけれ

ばいけないのかという、何かその辺のところも尐し検討を加えなければいけないし、具
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体的に事業をどうするのか、それから設備は、先ほど山路先生のほうから出していただ

きましたように、場所の問題を含めて、利便性がいいとか、それはそうだよねという部

分と、それからどういう機能を持てばいいのかというのはかなりきめ細かく出していた

だいているなというのはありますので、そういう部分を参考にしながら尐し当てはめて

いくというふうになりますので。ある程度この項目に沿いながら、尐し議論を、出して

いただいたのを詰めていくということをさせていただけるといいかなと思っておりま

す。 

 それで、多分、急がなくちゃいけないのが、先ほどの小金井の新市庁舎のそっちの方

に、いわゆるどこに置くのかという、この部分にちょっとなってきますので、これは次

回のときじゃあ間に合わないんですね。日程的に。 

【事務局】  日程的に間に合わないと、次回のときにもし出すとすると、いつの段階

でどういうものを出すかによってどこに間に合わせるかによりますよね。 

【安藤委員長】  恐らく皆さんの今までのご意見を聞かせていただく中では、やっぱ

り行政の中にもそういうようなスペースはあった方がいいけれども、センターが必ずし

もその中にずっぽり入っちゃうのはどうかという、やっぱりそこはまだ十分議論してい

ませんので、ここはちょっと報告としては、意見としては避けておいていただけるとい

いかなという感じがします。まあ、新しい庁舎がどういう庁舎なのか全然わかりません

けれども、要は、活動されている方々のご意見を聞いたほうがいいと思っているんです

が、市庁の庁舎の中に入っちゃうということが、一般的に、やはり支援センターは市の

一角ですねと思うかどうかなんです。ここは非常に市民活動をする上で、市民活動の中

間支援の立場に立った場合に、中間支援というのは行政ではない。無論、一ＮＰＯでも

ないんですけれども、いわゆるつないでいくという役割を果たさなくちゃいけないし、

いろいろな仕掛けをしなくちゃいけないといったときに、いわゆる行政ではないという

部分をどれだけ市民に見せるか、知っていただくか、理解いただくか、この部分が多分

必要になってくるんですが、そうしたときに、行政の庁舎の中に入って何々部、何々課

の一角の中にあるようなイメージにとっちゃうと、どうかしらというその部分が、市民

側から見たときにどう思われるかという、この部分はちょっと気をつけなくちゃいけな

いところですが。 

【堀井委員】  私は、川合さんとはちょっと違うんですけれども、これから協働を進

めていくときに、市民だけが変わってもだめで、行政も一緒に変わっていかなきゃいけ

ないと思うんですね。中間支援をやる立場の場所が市役所の中にあるのがいいと思って

います。市役所を新しくつくるということだからチャンスなので、別に何々課の下にあ

るわけじゃなくて、だから、行政にあるんじゃなくて、市役所の中に市民のスペースと

して市民協働センター、支援センターじゃなくて協働センターにしたいんですけれども、

そういう場所があって、そこが大きな市民のたまり場になるということが、これからの

小金井市にとって一番いいんじゃないかと思ったんです。そのときに、相手を絞るんじ

ゃなくて、市民の活動を広げていけるような、それから市民の団体の力を底上げできる

ようなものにしていくということにしたいんです。そうすると、情報も役所の中にとい

うか、建物の中にあれば共有できますよね。いろんな面から考えて、市役所というんで

すか、行政とは切り離して、でも、市役所の建物の中にそれをつくりたいと思っていま

す。 

【安藤委員長】  そういう考え方もあると。 
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【白井委員】  賛成です。真ん中にあるといいなと。 

【川合副委員長】  フロアの真ん中ね。 

【白井委員】  フロアの真ん中というか、その敷地の真ん中というか。 

【山路委員】  それで結構だと思うんだけれども、賛成なんですが、ただ、加藤さん、

武蔵野市が、その市庁舎の７階にあったのを私も記憶しているんですけれども、あれが

なくなったのはスペースの関係ですかね。 

【事務局】  いや、ちょっと存じ上げてないです。 

【山路委員】  それをちょっと調べてもらいたいんです。やっぱり今我々が想定して

いる、堀井さんとか白井さんがイメージされているのは、多分相当なスペースがないと

確保できないわけですから、それが本当にできるのかどうかというのは、まあそれは作

れると言えばいいんだけれども、そう簡単な話じゃないのでね。 

【堀井委員】  作れと言っていいんだと思うんです。で、市の行政組織の方はコンパ

クトにしていけばよくて、これから人口も減るわけですから、それで、市民の交流のス

ペースを１階の行きやすい場所に、７階じゃだめです。１階に作ってほしいというふう

に、もしここの検討委員会がそういう要望を出せるのであれば出したいと思います。 

【山路委員】  スペースのことは気にするなと。むしろ広いほうがいいと。 

【白井委員】  あとすみません、この新庁舎建設基本計画のさっきのスケジュールの

ところで、第２回７月１１日、第３回８月２６日、整備方針とか各部署アンケート、こ

れに書いてあることが市民の参加と協働を支える機能、空間のあり方、情報提供機能・

空間のあり方、結構協働ということが話し合いのテーマ、コアになっていると思うのね。

それを我々と一切関わることなく決めていくというのはどうなのかなと。 

【川合副委員長】  まあそうだね。 

【佐藤市民協働推進員】  その席上、協働の定義はどういうものかというふうに議論

が出まして、ここのことも若干私は説明させていただいたんですけれども、結局、ここ

の第１回目と２回目で検討して、細かい議論はこのＡ３のところに書いてあるんですけ

れども、基本構想のトップに参加と協働というのが理念的なところに入っているので、

なかなか具体的な議論はやっぱりまだ、ここでも理念の話で結構時間をとったのと同じ

ように、具体的な話までには至ってはいないんですが、協働の定義はともかくとして、

こういう空間がとか、どういう機能が欲しいかという、機能の部分をとりあえず議論の

中に入れ込んでという段階です。 

【白井委員】  それで、今、堀井さんがおっしゃったような、それが協働の支援セン

ターの施設というか機能をコアにするとか、それを一番市民が利用しやすい場所に置い

てほしいとか、やっぱりそういうのって要望として出すか、そこに参加するか、何かし

た方がいいんですよね。でないと、そっちで勝手に決められちゃうということですよね。 

【堀井委員】  まあ、佐藤さんがいるから。 

【川合副実行委員長】  佐藤さんが入っているから。 

【佐藤市民協働推進員】  そうですね、一応、委員会で決めることですので。ですか

ら、先ほども言ったように、この委員会としてまとまらなければ個人で意見を出すとい

う手段もありますし、それはいろいろなことが考えられるので、ただこの場では委員会

としてどうするかということを検討していただきたい。 

【吉田委員】  ただ、委員長が言う行政との独立性を保つというのはあるんですよね。

ただし、予算的な問題でも、佐藤さんがさっき言われたのが頭にあるわけですね。私見
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だと言われたんだけれども、何かそういう委員会での佐藤さんの思いは、もうやはり新

庁舎の中にあるというイメージを進めているように僕なんかはとっちゃった。 

【佐藤市民協働推進員】  はい。私個人としては、堀井さんと同じような感覚はあり

ます。ただ、小金井市の場合は、今ボランティアセンターや何かが入っている福祉会館

自体も建てかえ時期ということで、耐震もいけないということが出ているので、そこの

部分との兼ね合いも、純粋に庁舎だけのことではなくて、他の施設との絡みもあって、

じゃあその庁舎と分立して建てるかとか、そうではなくて、とにかくお金がないけど全

部とにかく分けるよりは一度にやって、ただ一度にやる金はないんだとか、そういうこ

とも含めて、こちらの新庁舎の方は検討するし、それぞれの立場である程度はやはり情

報交換はした中で、どういう形でやっていけばいいか。 

【白井委員】  要は、その情報交換のかけはしを佐藤さんにやっていただいているじ

ゃないですか。ただ、この委員に入ったのは、別に協働のこの委員会と関わっているか

どうかは別ですよね。 

【佐藤市民協働推進員】  この委員には、こがねい女性ネットワークの推薦で。 

【白井委員】  だから、偶然ここにも関わっていて、そっちにも入っていてというこ

とで、その情報が今こちらに入ってきている状態ですよね。 

【佐藤市民協働推進員】  はい。ですから、もし例えばこちらの委員の方で、市民感

覚で新庁舎の方の検討委員会も市報に載っていたけれども、そちらの情報を出せという

意見があれば、ある意味、堀井委員が環境の方の委員と親しいので、環境のほうの委員

の方からも、やはりこちらの委員会と新庁舎のほうの委員会の情報をスムーズに流した

ほうがいいんじゃないかという意見もいただいたので。 

【白井委員】  正式なルートでそれをやってほしいんですよ。つないでほしいんです。

そういう裏ルートだけじゃなくて。 

【佐藤市民協働推進員】  そうですね。ただ、裏ルートではなくて、やはり事務局補

佐としてはこういう資料が必要ということで、個人的にやっていると考えていただかず、

事務局の仕事として、事務局補佐でこういういろいろな資料を出しているわけですね。 

【白井委員】  全然佐藤さんを責めているわけじゃなくて、僕は行政側を責めている

んです。 

【川合副委員長】  今の白井さんの話は、まさしく事務局の鈴木さんたち、だから、

同じ市の中の縦割りの弊害がまさしくぱしっと出たんだなという話。 

【玉山委員】  すみません、これは８月２６日までに意見シートを委員会として提出

するなら、今決めなきゃならない。 

【安藤委員長】  今決めなきゃだめです。 

【白井委員】  委員会として決めなきゃいけないんですね。 

【安藤委員長】  だから、できないとすればやらない、手を出さないというところで

すよね。もしくは出すかというところです。でも、まとまらなければ出せませんから。 

【山路委員】  何らかの形でどうするのかということはまとめる必要があるわけでし

ょう。 

【安藤委員長】  うん。 

【玉山委員】  ただ、新庁舎を行政や議会のためだけのものだと考えるか、さまざま

な市民のための複合施設だと考えるかにもよるかなと思うんですけれども、でも、委員

長がおっしゃったような独立性がどこまで担保できるのか、それはもちろん中身は担保
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されたといいましても、対外的にもどれだけ担保できるのかというのが一番デリケート

な部分かなと思います。でも、入れ込んでもらっちゃえば隠しやすい。 

【安藤委員長】  いや、だからこれはあくまでも新庁舎なんですよ。だけど、単独で

独立して何でもやれるかというとそうではないので、何らかの形では行政庁舎のどこか

を使うしかないんですが、そのときに市役所のメーンのところに突っ込むか、それとも、

新しくつくるか、古いやつでそれなりに使える部分をきちんと拠点としてつくるかとい

うのはちょっと別問題ですよね、そこは。どれを選ぶかというところです。だから、庁

舎の中に突っ込むというのも今や堀井委員や白井委員が言っていただいたような思い

で、いわゆるあそこがいわゆる市民の広場だという感覚でいくのはいい、だけど、私は

都庁を見ていて、あそこの都庁のあの下は都民広場なんですよ。同じことができるかと

いうと、あの庁舎管理の立場からいくとできないんですよ。管理がすごく難しいんです。

セキュリティが今度ききますから。だから、自由に遅くまでやったり何かというのは、

多分、新庁舎なんてセキュリティがきくとほとんど使い物にならない。土曜日、日曜日

何かやりたい、開けられません、絶対来るんです。だから、そういうことも含めて、新

庁舎がワンフロア、１階のフロアがきちんとそういったこともセキュリティがかからな

いというか、かかるんだけれども自由に使えるスペースになるかどうかというのは、セ

ンターがそこに入るかどうかというのは非常に微妙なところですよね。 

【玉山委員】  そこは譲れないところですよね。 

【安藤委員長】  うん、譲れないとなると、セキュリティは無理ですと言われたらア

ウトなんです。入っちゃうとまずいんです。 

【飯野委員】  ただ、それを時間内にということですよね。 

【安藤委員長】  はい、９時から５時です、基本的に。土日は使えませんというのが

ね。そうしたら、このセンター、中間支援組織は使えなくなっちゃうんです。 

【山路委員】  こちらの目指すところはね。ただ、そういうふうに割り切れば、その

新市庁舎に入れ込むべき市民協働センター的なもののあれをどこまで入れ込むのかとい

うことについて、尐しやはり意見は言ったほうがいいだろうと。まあ、佐藤さんに期待

するところは大になりますが、ただ、それだけじゃなくて、この委員会としてね。 

【安藤委員長】  じゃあ、どうしましょうか、ちょっとここで結論も、１２時になる

ので。 

【山路委員】  それで、これもタイムリミットの関係もありますけれども、このセン

ターの中身については、やはりもう尐し尐人数でたたき台をまとめる必要があるだろう

と思うんですね。やはりいろいろ考えなくちゃいけない要素が絡み合っているものです

から、なかなかこの場で意見を集約するとなると、相当回数を重ねないと無理なので、

むしろたたき台をつくって、それを出してもらって、１回なり何かで、ある程度方向性

をまとめるということにしてはどうかという提案なんですが。 

【安藤委員長】  ありがとうございます。とても大事なやり方だと思いますので。 

【堀井委員】  その提案にちょっとつけ加えますけれども、委員会の回数って決まっ

ているわけで、なかなかできない？ 

【安藤委員長】  いや、これは別に委員会しないで大丈夫です。 

【堀井委員】  懇談会とか勉強会というか、委員長の私的な場みたいな形で尐し。 

【安藤委員長】  はい、意味合いはわかります。 

【山路委員】  だけど、契約小委員会もつくったわけですから、本当は、これは予算
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の関係もあるんですけれども、センターの中身の検討委員会を小委員会という形で２回

ほど。 

【玉山委員】  つくるんですか。でも時間が圧倒的に足りませんよね。 

【安藤委員長】  じゃあ、こういう結論に今回はさせていただきますが、このセンタ

ーに関するこの部分については何らかのプロジェクトをつくる、いわゆる要綱でいうと

ころの小委員会にするかどうかは別問題。できれば、やるとなると要綱を改正しなくち

ゃいけないという手続上の問題が時間を食うものですから、それはできればよしとしな

がらも、できないとなれば、要綱上いうところの小委員会ではない違うものでもって尐

しまとめる作業をする。それを皆さんのほうに返しながら物事を詰める、ここの結論だ

けでよろしいですか、まず。 

（「はい」の声あり） 

【安藤委員長】  事務局、それでよろしいですね。要綱上はいじるかいじらないかは

別問題として、いじらなくてもそういうのをやるというそういう考えで。まとめるとい

う意味で。というふうにしたいと思います。 

 それで、今言われた新庁舎の部分については、何らかのことで声を出していく、いわ

ゆる庁舎の中に入れろという部分もあれば入れないという意見もある、だから、この辺

は尐しオブラートに重ねながらも、ここに出ている、要は、庁舎の中に市民が集える場

は必要なんだという、ここは多分みんな一緒なんだと思うんですが、何かそれをきちん

とつくっていけ、１階のフロアに何かつくれという、それはいいですか。そういうフリ

ースペースじゃないんだけれども、市民が集える拠点のフリースペースは確保してほし

いと。そこに後からセンターが入り込んでもよし、入らなくてもよし、いろいろなこと

が柔軟にいきますので、そういう部分の声は出していく。そのときに、白井委員が言っ

たように、尐し正式ルートで出さなくてはいけませんので、この委員会の名をもって出

すんだけれども、これはちょっと事前に事務局と調整しますが、文言はちょっと調整さ

せていただいて尐し出していくということでよろしいですか。 

【山路委員】  あとはメールか何かで出していただいて。 

【安藤委員長】  メールで、はい。それで皆さんにお知らせするという形で。よろし

いですか。 

（「はい」の声あり） 

【安藤委員長】  わかりました。じゃあちょっと小さなプロジェクト、起草のセンタ

ー、中間支援組織に関する部分についてはそういうふうなまとめ方をさせていただいて

進めさせていただくということで行きたいと思います。 

 ちょっと時間が５分ほどオーバーしておりますので、申しわけございませんが、これ

で終わらせていただきます。 

【鈴木課長】  ちょっとすみません、今、庁舎の関係での絡みで云々というようなご

意見が出されておりますけれども、このあり方検討委員会におきましては、あくまでも

小金井市市民協働支援センターのあり方等についてという部分であって、庁舎に入れ込

むかどうかというような議論をする場ではないということを共通認識として持っていた

だきたいということは申し上げておきたいと思います。 

【安藤委員長】  ただ、このセンターのあり方にかかわって、そういう市民の場があ

るといいよねというところを公的な場所でつくっておいていただきたいということとあ

わせて、庁舎がそういう直近のところがあるとすれば、そういうこともお考えいただき
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たいという、これは別にそんな大きな課題ではないような。 

【山路委員】  要望ということになろうかと思うんですね。 

【川合部長】  ちょっといいですか、これにある庁舎の基本構想の中でわざわざ協働

を支える庁舎ということで、庁舎を建設していく上でも協働について考えていきましょ

うということで、今議論が進んでおります。あと、庁舎の中にセンターを入れたらどう

かという議論がありましたけれども。 

【安藤委員長】  いや、それはだから、それは両方入ってもいいし、入らなくてもい

いしというのは、多分両論併記なんですよ。入れろということではないというのは先ほ

ど出た。ただ、そういう空間が必要だというのは共通したわけですから、だから、それ

はこの基本構想の中にそんなに逸脱しているわけでは決してないんです、空間だから。 

【川合部長】  どういうふうな形でこの検討委員会からの意見を上げようというふう

な集約をするわけですよね。 

【安藤委員長】  そうです。今言ったような空間が欲しい、必要ですよねという、市

民がたまれるような空間は必要ですよねというのは、そういう考え方を出す。そういう

中に付随的なものとして、その中にセンターがあればいいという考え方もあれば、セン

ターというのは別途独立したものがあればいいという、違う意見もありますよねという

ことはその中で触れればいいんです。別にセンターを入れろと言っているわけじゃない

んです。 

【今井委員】  委員長、いいと思うんですけれども、今日の段階で、ＮＰＯありきみ

たいな話があったり、市民の人を入れるべきだという状態で、場所うんたらかんたらと

いう話にはこれはならないと思うんだけどな。それを上げるとか、こんな意見だとかと

いう以前の問題をやっているのに、それはちょっと違うんじゃない、まだじゃない、そ

れ。だから、日にちがないのはわかるけれども、日にちがないからって出すものじゃな

いとは思うよね。 

【安藤委員長】  ただ、その辺のところの、ジャブとは言わないけれども、尐しその

辺を投げかけておくという程度ですよ、今。正式なものによって必ず入れろという要請

をしているわけではない。 

【川合部長】  ５ページのところで、このようにちゃんとそのような場所を確保して

いくための検討を進めると言っている、あえて言う必要があるのかなというのはちょっ

と疑問です。 

【山路委員】  だから、そこら辺のところは時間の関係もあるので、委員長と事務局

とでちょっとすり合わせていただいて、どういうふうな表現にするのかというのはお任

せしますよ。 

【安藤委員長】  はい。じゃあ、そういうことでちょっと調整をさせていただくとい

うことでいきたいと思います。 

【玉山委員】  このあり方検討委員会が、この５ページのアの部分について、何も言

わないというのも何か私は寂しい気がするんです。 

【安藤委員長】  いや、寂しいというか、多分ねいろいろな活動をしている人たちか

らいろいろな形で、委員会は何をやっているんですかという声は出てくるのは間違いな

いですよね。 

【玉山委員】  だから、お邪魔をしない範囲でできることを、お邪魔してもいいのか

もしれませんが。 
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【飯野委員】  そして、条例化された場合にもその新市庁舎に入ることは許されない

んですかね。 

【安藤委員長】  いや、それはもう後のあれですからわかりません。それはわかりま

せん。よろしいでしょうか、すみません。それでは、１０分過ぎましたけれども、これ

で終わらせていただきたいと思います。どうもお疲れさまでした。ありがとうございま

した。事務局のほう、何か連絡事項はありますか。 

【事務局】  次回、第９回全体会議になりますけれども、９月２７日火曜日１８時半

から、前原暫定集会施設Ａ会議室になりますので、よろしくお願いいたします。 

 

―― 了 ―― 

 

 


